
 

事前契約に係る契約文面（例、イメージ） 

【生産者（甲）⇔集出荷業者（乙）】 

契約文面（例） 留意点 

 生産者〇〇〇〇（以下「甲」という。）と〇〇集出荷業

者（以下「乙」という。）とは、甲の生産・出荷する令和〇

年産米穀に関し、次のとおり契約を締結する。 

 

（売渡等） 

第〇条 本契約により、甲は乙に対し、甲の生産・出荷す

る令和○年産米穀について、収穫後に売渡し（又は売渡

の委託）（以下「売渡等」という。）を行い、乙は、これ

を買い受ける。 

２ 乙は甲の売渡しの委託に対し、責任をもって受託す

る。 

 

（売渡等を行う数量） 

第〇条 甲が乙に売渡等を行う契約数量は、〇〇トンとす 

る。 

２ 収穫後に甲が乙に売渡等を行う数量は次による。 

 <調整方法の例> 

 ・ 収穫後、契約数量を基準として、作柄変動を踏まえ、

甲乙協議の上、売渡数量を決定する。 

 ・ 甲が作付けする契約数量相当の作付面積〇〇ha に

おいて実際に収穫された数量を売渡等数量とする。 

 など。 

 

（売渡等価格） 

第〇条 甲が乙に売渡等を行う価格は、以下のとおりとす

る。 

<調整方法の例> 

 ・ 〇〇円/60kg（税抜価格）（一定価格で取決め） 

 ・ 〇〇円/60kgを基準価格とし、基準価格の±〇％の

範囲内で、収穫後、甲乙協議の上売渡価格を決定する。 

  ・ 乙が販売先に販売した代金から、手数料や保管経

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊凶変動など

にも対応できる

よう、売渡等数量

の調整方法を、あ

らかじめ取り決

めておく。 

 

 

 

 

一定の価格水

準で甲乙が折り

合う場合は、価格

も取決め。 

収穫後の相場



 

費等の必要経費等を控除した金額を、販売が完了した

時点で乙が甲に精算支払いを行う。 

  など。  

 

 

 

（違約措置等） 

<違約措置等の例> 

第〇条 甲は、甲の理由により収穫後の売渡等数量が契

約数量（又は第〇条の規定により契約数量を調整した

後の数量）（以下「契約等数量」という。）を下回った

場合は、別途定める違約金を乙に支払う。ただし、災

害等やむを得ない場合を除く。 

  また、甲は、契約等数量を上回って乙に売り渡す場

合は、第〇条の規定により定めた価格から別途定める

金額を差し引いた価格を適用する。 

２ 乙は、乙の理由により収穫後の買受数量が契約等数量 

 を下回った場合は、別途定める違約金を甲に支払う。た 

だし、災害等やむを得ない場合を除く。 

など。 

 

（契約年月日） 

〇年〇月〇日 

 

  甲 （事業者名） 

      （所在地） 

      （代表者名）           ㊞ 

  乙 （事業者名） 

      （所在地） 

      （代表者名）           ㊞ 

 

 

変動にも対応し

たい場合は、売渡

価格を調整する

方法を、あらかじ

め取り決めてお

く。 

 

 契約内容を遵

守するための違

約措置等をあら

かじめ取り決め

ておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約時期は、他

の用途の米（飼料

用米、加工用米、

新市場開拓米）な

どの作付選択が

可能な時期(営農

計画書の国への

提出期限は６月

末)までに締結す

ることが望まし

い。 

 

  



 

事前契約に係る契約文面（例、イメージ） 

【実需者（甲）⇔集出荷業者（乙）】 

契約文面（例） 留意点 

 実需者〇〇〇〇（以下「甲」という。）と〇〇集出荷業

者（以下「乙」という。）とは、令和〇年産米穀に関し、次

のとおり契約を締結する。 

 

（売渡等） 

第〇条 本契約により、乙は甲に対し売渡し、甲はこれを

買い受ける。 

 

（売渡等を行う数量） 

第〇条 乙が甲に売渡しを行う契約数量は、〇〇トンとす 

る。 

２ 収穫後に乙が甲に売り渡す数量は次による。 

 <調整方法の例> 

 ・ 収穫後、契約数量を基準として、作柄変動を踏まえ、

甲乙協議の上、売渡数量を決定する。 

 ・ 乙に売り渡す（又は売渡しの委託を行う）生産者が

作付けする契約数量相当の作付面積〇〇ha において

実際に収穫された数量を売渡数量とする。 

 など。 

 

（売渡価格） 

第〇条 乙が甲に売り渡す価格は、以下のとおりとする。 

<調整方法の例> 

 ・ 〇〇円/60kg（税抜価格）（一定価格で取決め） 

 ・ 〇〇円/60kgを基準価格とし、基準価格の±〇％の

範囲内で、収穫後、甲乙協議の上売渡価格を決定する。 

  など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊凶変動など

にも対応できる

よう、売渡数量の

調整方法を、あら

かじめ取り決め

ておく。 

 

 

 

 

一定の価格水

準で甲乙が折り

合う場合は、価格

も取決め。 

収穫後の相場

変動にも対応し

たい場合は、売渡

価格を調整する

方法を、あらかじ



 

 

 

 

（違約措置等） 

<違約措置等の例> 

第〇条 乙は、乙の理由により収穫後の売渡数量が契約

数量（又は第〇条の規定により契約数量を調整した後

の数量）（以下「契約等数量」という。）を下回った場

合は、別途定める違約金を甲に支払う。ただし、災害

等やむを得ない場合を除く。 

２ 甲は、甲の理由により収穫後の買受数量が契約等数量 

 を下回った場合は、別途定める違約金を乙に支払う。た 

だし、災害等やむを得ない場合を除く。 

など。 

 

（契約年月日） 

〇年〇月〇日 

  

  甲 （事業者名） 

      （所在地） 

      （代表者名）           ㊞ 

  乙 （事業者名） 

      （所在地） 

      （代表者名）           ㊞ 

 

 

 

め取り決めてお

く。 

 

 

 契約内容を遵

守するための違

約措置等をあら

かじめ取り決め

ておく。 

 

 

 

 

 

 

契約時期は、他

の用途の米（飼料

用米、加工用米、

新市場開拓米）な

どの作付選択が

可能な時期(営農

計画書の国への

提出期限は６月

末)までに締結す

ることが望まし

い。 

 

  



 

事前契約に係る契約文面（例、イメージ） 

【生産者（甲）⇔実需者（乙）⇔集出荷業者（丙）】 

契約文面（例） 留意点 

 生産者〇〇〇〇（以下「甲」という。）と実需者〇〇〇

〇（以下「乙」という。）と集出荷業者〇〇〇〇（以下「丙」

という。）とは、甲の生産する令和〇年産米穀に関し、次

のとおり契約を締結する。 

 

（売渡等） 

第〇条 本契約により、甲は丙に対し収穫後に売渡し（又 

は売渡の委託）（以下「売渡等」という。）を行い、丙は、 

これを買い受ける。 

２ 丙は甲の売渡しの委託に対し、責任をもって受託す

る。 

３ 丙は、甲から買い受けた（又は売渡しを委託された） 

米穀を乙に売り渡す。 

 

（売渡等を行う数量） 

第〇条 甲から丙に、丙から乙に売渡等を行う契約数量 

は、〇〇トンとする。 

２ 収穫後に甲から丙に、丙から乙に売渡等を行う数量は 

次による。 

 <調整方法の例> 

 ・ 収穫後、契約数量を基準として、作柄変動を踏まえ、

甲乙協議の上、売渡数量を決定する。 

 ・ 甲が作付けする契約数量相当の作付面積〇〇ha に

おいて実際に収穫された数量を売渡等数量とする。 

 など。 

 

（売渡等価格） 

第〇条 甲が丙に、丙が乙に売渡等を行う価格は、以下の

とおりとする。 

<調整方法の例> 

（甲⇔丙、丙⇔乙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊凶変動など

にも対応できる

よう、売渡等数量

の調整方法を、あ

らかじめ取り決

めておく。 

 

 

 

 

一定の価格水

準で契約当時者



 

 ・ 〇〇円/60kg（税抜価格）（一定価格で取決め） 

 ・ 〇〇円/60kgを基準価格とし、基準価格の±〇％の

範囲内で、収穫後、甲丙（又は丙乙）協議の上売渡価

格を決定する。 

 （甲⇔丙） 

  ・ 丙が乙に販売した代金（販売価格は上記例等によ

る）から、手数料や保管経費等の必要経費等を控除し

た金額を、販売が完了した時点で丙が甲に精算支払い

を行う。 

  など。  

 

 

（違約措置等） 

<違約措置等の例> 

第〇条 甲及び丙は、甲丙それぞれの理由により収穫後

の売渡数量が契約数量（又は第〇条の規定により契約

数量を調整した後の数量）（以下「契約等数量」とい

う。）を下回った場合は、別途定める違約金を丙又は乙

それぞれに支払う。ただし、災害等やむを得ない場合

を除く。 

  また、甲は、甲の理由により契約等数量を上回って

丙に売り渡す場合は、第〇条の規定により定めた価格

から別途定める金額を差し引いた価格を適用する。 

２ 乙及び丙は、乙丙それぞれの理由により収穫後の買受

数量が契約等数量を下回った場合は、別途定める違約金

を丙又は甲それぞれに支払う。ただし、災害等やむを得

ない場合を除く。 

 など。 

 

（契約年月日） 

〇年〇月〇日 

  

  甲 （事業者名） 

      （所在地） 

が折り合う場合

は、価格も取決

め。 

収穫後の相場

変動にも対応し

たい場合は、売渡

価格を調整する

方法を、あらかじ

め取り決めてお

く。 

 

 

 

 契約内容を遵

守するための違

約措置等をあら

かじめ取り決め

ておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約時期は、他

の用途の米（飼料

用米、加工用米、

新市場開拓米）な

どの作付選択が



 

      （代表者名）           ㊞ 

  乙 （事業者名） 

      （所在地） 

      （代表者名）           ㊞ 

  丙 （事業者名） 

      （所在地） 

      （代表者名）           ㊞ 

 

可能な時期(営農

計画書の国への

提出期限は６月

末)までに締結す

ることが望まし

い。 

 


